
 

 

 

  協会けんぽ健康保険料率 

                改定のご案内 
  介 護 保 険 料 率 
 

 

○全国健康保険協会管掌健康保険の保険料率が、平成 2２年３月分（同年４月納付分） 

から変わります。同時に 40 歳から 64 歳までの方(介護保険第 2 号被保険者)に適用さ 

れます介護保険料も全国一律の介護保険料率が 1.19%から 1.50%に引き上げられま 

す。 

PAYS モデル EX-Win 民間企業向給与計算システム、PAYS モデルⅢ-Win 公務員 

向給与計算システムとも改正にともなうプログラム修正はございませんので、運用に 

より変更を行ってください。 

 

  平成 22 年 3 月分(4 月納付分)からの都道府県別保険料率 

北海道 9.42% 青  森 9.35% 岩  手 9.32% 宮  城 9.34% 秋  田 9.37% 山  形 9.30% 

福  島 9.33% 茨  城 9.30% 栃  木 9.32% 群  馬 9.31% 埼  玉 9.30% 千  葉 9.31% 

東  京 9.32% 神奈川 9.33% 新  潟 9.29% 富  山 9.31% 石  川 9.36% 福  井 9.34% 

山  梨 9.31% 長  野 9.26% 岐  阜 9.34% 静 岡 9.30% 愛  知 9.33% 三  重 9.34% 

滋  賀 9.33% 京  都 9.33% 大  阪 9.38% 兵  庫 9.36% 奈  良 9.35% 和歌山 9.37% 

鳥  取 9.34% 島  根 9.35% 岡  山 9.38% 広  島 9.37% 山  口 9.37% 徳  島 9.39% 

香  川 9.40% 愛  媛 9.34% 高  知 9.38% 福  岡 9.40% 佐  賀 9.41% 長  崎 9.37% 

熊  本 9.37% 大  分 9.38% 宮 崎 9.34% 鹿児島 9.36% 沖  縄 9.33%  

 

都道府県毎の保険料率への移行について －全国健康保険協会ホームページより 

 

○介護保険の保険料率が、平成 22 年 3 月分（同年 4 月納付分）から、1.50％に 

（現行 1.19%）引き上げられます。 

 

  平成 22 年 3 月分からの介護保険料率 

種 類 改訂前 改訂後 

介護保険 

11.9/1000 15.0/1000 

本人 事業所 本人 事業主 

5.95/1000 5.95/1000 7.5/1000 7.5/1000 

 

 

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,586.html


 

 

 

｢PAYS モデル EX-Win 民間企業向給与計算システム｣の料率変更手順 

 

 ① 健康保険、介護保険の保険料率を変更してください。 

1.準備作業 ２.全体情報 １.会社情報の登録

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２．変更した料率をもとに健康保険と介護保険の保険料を計算しなおしてください。 

1.準備作業 ４.個人情報 ６.健保･通勤ﾏｽﾀｰ移行

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

健康保険、介護保険料率

を変更します。 

(健康保険料率は都道府

県別に異なります。 

例は神奈川県の率です) 

処理 ｢●健保･厚生｣を選択し 

｢実行｣ボタンをクリックします。 

 



 

 

 

｢PAYS モデルⅢ-Win 公務員向給与計算システム｣の料率変更手順 

 

 ① 健康保険、介護保険の料率を変更してください。 

２.給与計算 ２.入力 １.全体情報登録 F8-率登録

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２．変更した料率をもとに健康保険と介護保険の保険料を計算しなおしてください。 

２.給与計算 １.登録 ８．共済ﾏｽﾀｰ移行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康保険、介護保険料率を変

更します。 

(健康保険料率は都道府県別

に異なります。 

例は神奈川県の率です) 

本人負担分、事業主負担分両

方の率を変更します。 

処理 ｢●全部｣を選択し｢実行｣

ボタンをクリックします。 

 


